
【令和５年度 医師の働き方改革に関する説明会 内容】

○ 医師の労働時間の短縮に向けて

【島根県社会保険労務士会 医療労務管理アドバイザー】

○ 医師の働き方改革に関する現状報告

【島根県健康福祉部医療政策課】

○ 医師の時間外労働の上限規制等

（36協定、宿日直許可基準、研鑽の取扱い等）

【島根労働局労働基準部監督課】

○ 看護師の特定行為研修について

【島根県立中央病院】

医師の働き方改革に関する説明会のご案内
令和６年４月から、医師について時間外労働の上限規制の適用が開始されます。
島根労働局では、医療機関における自主的な取組の促進を図っていただくため、

一般社団法人島根県医師会及び島根県との共催により、医師の働き方改革に関する
説明会を開催します。医療機関の皆様方の多くのご参加をお待ちしております。

◇ 説明会への参加申込方法
上記オンライン説明会への参加申込方法につきましては、裏面の「令和５年度
医師の働き方改革に関する医療機関向け説明会 参加にあたっての留意事項」を
ご確認ください。
参加を希望される場合は、１１月２０日（月）までに、該当URLの案内ページ
から事前登録を行っていただき、お申込みください。

※ 説明会の事前質問及びオンライン視聴に関するお問い合わせにつきましては、
裏面に記載のお問い合わせ先までご連絡をお願いします。

説明会開催日 時間 開催形式

令和５年
１１月２２日（水）

１３︓３０～
１５︓１０

オンライン
（Zoomウェビナー）

◇ 本チラシに関するお問い合わせ先
島根労働局労働基準部監督課 電話 0852-31-1156

医療機関の管理者・事務部門責任者の皆さまへ

・島根労働局・労働基準監督署




